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(57)【要約】
【課題】現在位置に応じて撮像や収音の対象を自動設定
することが可能な制御装置および記憶媒体を提供する。
【解決手段】現在位置情報を検出する検出部と、位置情
報に応じて異なる認識用情報を設定する設定部と、前記
検出部により検出された現在位置情報に応じて前記設定
部により設定された認識用情報で示される所定の対象を
認識する認識部と、前記認識部による認識結果に応じて
、撮像部および収音部の少なくともいずれかを制御する
制御部と、を備える、制御装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現在位置情報を検出する検出部と、
　位置情報に応じて異なる認識用情報を設定する設定部と、
　前記検出部により検出された現在位置情報に応じて前記設定部により設定された認識用
情報で示される所定の対象を認識する認識部と、
　前記認識部による認識結果に応じて、撮像部および収音部の少なくともいずれかを制御
する制御部と、
を備える、制御装置。
【請求項２】
　前記制御装置は、撮像部をさらに備え、
　前記認識部は、前記撮像部により撮像された撮像画像を解析することにより、所定の対
象を認識する、請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記制御部は、撮像部または収音部により連続的に撮像／収音している場合、前記認識
部により所定の対象が認識されたタイミングで撮像／収音したデータに対して、マークを
付与するよう制御する、請求項１に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記認識部により所定の対象が認識されたタイミングで撮像／収音する
よう撮像部または収音部を制御する、請求項１に記載の制御装置。
【請求項５】
　前記制御装置は、
　前記認識部により所定の対象が認識されたタイミングで撮像／録音されたデータを、前
記制御装置の識別情報と共に外部に送信する送信部をさらに備える、請求項１に記載の制
御装置。
【請求項６】
　前記制御装置は、
　位置情報に応じた認識用情報を外部から受信する受信部をさらに備える、請求項１に記
載の制御装置。
【請求項７】
　前記制御装置は、屋外または屋内において、ユーザの周囲に配される外部機器である、
請求項１に記載の制御装置。
【請求項８】
　前記制御装置は、ユーザに装着され得るウェアラブル装置である、請求項１に記載の制
御装置。
【請求項９】
　前記設定部は、位置情報に応じた複数の認識用情報のうちユーザに選択された認識用情
報を設定する、請求項１に記載の制御装置。
【請求項１０】
　前記設定部は、ユーザの嗜好情報を反映した認識用情報をさらに設定する、請求項１に
記載の制御装置。
【請求項１１】
　前記ユーザの嗜好情報は、位置情報に応じた好みの認識対象、好みのジャンル、好みの
構図、またはユーザの家族・知人の顔認識情報である、請求項１０に記載の制御装置。
【請求項１２】
　前記設定部は、前記検出部により検出された現在位置が所定のテーマパーク内である場
合、予め登録された前記所定のテーマパークに関連する所定のキャラクターを所定の対象
として示す認識情報を設定する、請求項１に記載の制御装置。
【請求項１３】
　前記設定部は、前記検出部により検出された現在位置が結婚式場内である場合、花嫁お
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よび花婿を所定の対象として示す認識情報を設定する、請求項１に記載の制御装置。
【請求項１４】
　前記設定部は、ユーザの嗜好情報に含まれる好みのジャンルがグルメである場合、料理
を所定の対象として示す認識情報をさらに設定する、請求項１に記載の制御装置。
【請求項１５】
　コンピュータを、
　現在位置情報を検出する検出部と、
　位置情報に応じて異なる認識用情報を設定する設定部と、
　前記検出部により検出された現在位置情報に応じて前記設定部により設定された認識用
情報で示される所定の対象を認識する認識部と、
　前記認識部による認識結果に応じて、撮像部および収音部の少なくともいずれかを制御
する制御部、
として機能させるためのプログラムが記憶された、記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、制御装置および記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、行楽施設や観光地では、多くの人が思い出作りのために写真撮影やビデオ撮
影を行う。また、大型の遊園地、いわゆるテーマパークでは、アトラクションの要所にカ
メラが設置され、乗り物が到着した時に自動撮影を行い、アトラクション終了後に希望者
にプリントして販売するといったことが行われている。しかし、プリントの出来上がりに
時間がかかったり、アトラクション毎に独立したシステムであるために複数の写真をまと
めてプリントできなかったりといった不満があった。
【０００３】
　上記不満を解消するために、例えば下記特許文献１、２では、撮影対象となる来場者の
みに無線タグのような通信手段を配布し、その通信手段から発信される識別情報の検出に
基づいて、パーク内に設置されたカメラで撮影を行う画像撮影システムが開示されている
。
【０００４】
　また、下記特許文献３では、来場者に配布するシャッタデバイスが開示されている。当
該シャッタデバイスは、パーク内の撮影スポットに到着すると、スピーカーからアラーム
が発生し、撮影スポットであることをユーザに通知する。さらに、当該シャッタデバイス
は、ユーザによるボタン押下操作に応じて、撮影スポットに設置されているカメラに撮影
を指示することができる。
【０００５】
　一方、近年、自分の身に装着して自動的に外界を撮影し続けるウェラブルカメラが知ら
れている。また、ウェラブルカメラは、自分の毎日の生活、人生を撮影し続けることから
、ライフログカメラとも称されている。
【０００６】
　このようなウェアラブルカメラに関し、例えば下記特許文献４では、通常の撮影モード
と、カメラを身に着けたままで自動撮影する自動撮影モードを切り換えて用いる技術が開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－１７７７５０号公報
【特許文献２】特開２００３－１１６１２７号公報
【特許文献３】特開２００３－７８８０４号公報
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【特許文献４】特開２００４－３５６９７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述した特許文献１～３に開示されているシステムでは、無線タグ等を
有する来場者が撮影対象になるのみであって、来場者が撮影したい好みの対象を選択する
ことはできなかった。また、上述したウェアラブルカメラ（ライフログカメラ）も、連続
的に外界を撮影するのみであって、撮影したい好みの対象を選択することはできなかった
。
【０００９】
　また、いわゆるテーマパークには、そのテーマパーク特有のキャラクターなどが居て、
来場者は好みのキャラクターを撮影対象としたり、好みのキャラクターと一緒に撮影を行
ったりすることが多い。また、動物園や水族館では、その場所にしか居ない動物を好んで
撮影対象とする等、一般的にユーザはその場所にしかないものを好んで撮影対象とするこ
とが多い。
【００１０】
　そこで、本開示では、現在位置に応じて撮像や収音の対象を自動設定することが可能な
、新規かつ改良された制御装置および記憶媒体を提案する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本開示によれば、現在位置情報を検出する検出部と、位置情報に応じて異なる認識用情
報を設定する設定部と、前記検出部により検出された現在位置情報に応じて前記設定部に
より設定された認識用情報で示される所定の対象を認識する認識部と、前記認識部による
認識結果に応じて、撮像部および収音部の少なくともいずれかを制御する制御部と、を備
える制御装置を提案する。
【００１２】
　本開示によれば、コンピュータを、現在位置情報を検出する検出部と、位置情報に応じ
て異なる認識用情報を設定する設定部と、前記検出部により検出された現在位置情報に応
じて前記設定部により設定された認識用情報で示される所定の対象を認識する認識部と、
前記認識部による認識結果に応じて、撮像部および収音部の少なくともいずれかを制御す
る制御部、として機能させるためのプログラムが記憶された、記憶媒体を提案する。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように本開示によれば、現在位置に応じて撮像や収音の対象を自動設定す
ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本開示の一実施形態による制御システムの概要を説明するための図である。
【図２】本実施形態によるデジタルカメラの構成を示すブロック図である。
【図３Ａ】本実施形態による認識用情報の一例を示す図である。
【図３Ｂ】本実施形態による嗜好情報の一例を示す図である。
【図４】本実施形態によるＣＰＵの機能構成を示すブロック図である。
【図５】本実施形態によるデジタルカメラの動作処理を示すフローチャートである。
【図６】本実施形態の第１の変形例による制御システムの全体構成を示す図である。
【図７】第１の変形例によるサーバの構成を示す図である。
【図８Ａ】第１の変形例による制御システムの動作処理を示すフローチャートである。
【図８Ｂ】第１の変形例による制御システムの動作処理を示すフローチャートである。
【図９】本実施形態の第２の変形例による制御システムの全体構成を示す図である。
【図１０】本実施形態による外部機器の構成を示すブロック図である。
【図１１】第２の変形例による制御システムの動作処理を示すフローチャートである。
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【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１６】
　また、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．本開示の一実施形態による制御システムの概要
　２．デジタルカメラの構成
　３．動作処理
　４．変形例
　　４－１．第１の変形例
　　４－２．第２の変形例
　５．まとめ
【００１７】
　　＜１．本開示の一実施形態による制御システムの概要＞
　まず、本開示の一実施形態による制御システムの概要について、図１を参照して説明す
る。図１は、本開示の一実施形態による制御システムの概要を説明するための図である。
本実施形態による制御システムでは、図１に示すような大型の遊園地（いわゆるテーマパ
ーク）の他、動物園、水族館、イベント会場、結婚式場等の特定の場所に、本実施形態に
よるデジタルカメラ（制御装置）１を所持するユーザが居る場合を想定する。
【００１８】
　また、本実施形態によるデジタルカメラ１は、ユーザに装着されたままの状態で外界を
撮影可能なウェアラブルカメラであってもよい。より具体的には、デジタルカメラ１は、
例えば図１に示すように撮像レンズが設けられた面が表になるようユーザに装着され、連
続的に、またはユーザ操作に応じて外界を撮影することができる。なお、本実施形態によ
るデジタルカメラ１の装着方法は、図１に示すようなユーザの首に掛ける方法に限定され
ない。例えば、デジタルカメラ１は、ユーザの帽子、衣服、鞄等に取り付けられてもよい
し、衣服のポケットに入れられてもよい。
【００１９】
　なお、図１に示す例では、制御装置の一例として装着型のデジタルカメラ１を示したが
、本実施形態による制御装置は装着型に限定されず、ユーザが把持して撮影を行う通常の
手持ち型デジタルカメラであってもよい。また、本実施形態による制御装置は、所定の対
象を撮影する機能に限定されず、所定の対象を録音（収音）する機能を有してもよい。具
体的には、本実施形態による制御装置は、撮影および録音（収音）を行う装着型／手持ち
型のデジタルビデオカメラであってもよいし、録音（収音）を行う装着型／手持ち型のボ
イスレコーダーであってもよい。
【００２０】
　ここで、図１に示すテーマパーク（エリア１）には、そのテーマパーク特有のキャラク
ターＳ１、Ｓ２などが居るので、来場者は、通常、なるべくその場所特有のものを撮影／
録音したいと考える。しかしながら、一般的なウェアラブルカメラ（ライフログカメラ）
やボイスレコーダーでは、周囲を無作為に撮影、録音するのみであって、撮影、録音対象
を選択することは困難であった。
【００２１】
　そこで、上記事情を一着眼点にして本開示の各実施形態による制御システムを創作する
に至った。本開示の各実施形態による制御システムは、現在位置に応じて撮像や録音（収
音）の対象を自動設定することができる。
【００２２】
　以上、本開示の一実施形態における制御システムの概要について説明した。続いて、本
実施形態によるデジタルカメラ１の構成について図２～図４を参照して詳細に説明する。
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【００２３】
　　＜２．デジタルカメラの構成＞
　　［２－１．基本構成］
　図２は、本実施形態によるデジタルカメラ１の構成を示すブロック図である。図２に示
すように、本実施形態によるデジタルカメラ１は、ＣＰＵ１０、ＲＯＭ１１、ＲＡＭ１２
、カメラモジュール１３、操作入力部１４、認識用情報ＤＢ（データベース）１５、表示
部１６、通信部１７、ＧＰＳ測位部１８、嗜好情報ＤＢ１９、および記憶メディア２０を
有する。以下、各構成について具体的に説明する。
【００２４】
　（カメラモジュール）
　カメラモジュール１３は、撮像素子、撮像レンズを含む撮像光学系、および撮影画像信
号処理部を含み、デジタル信号とされた撮影画像のデータを出力する。なお、撮像素子は
、例えばＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）イメージャやＣＭＯＳ
（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ
）イメージャにより実現される。
【００２５】
　（操作入力部）
　操作入力部１４は、ユーザによる操作入力を受け付ける。操作入力部１４は、例えば電
源スイッチ、シャッターボタン、および操作ボタン等である。シャッターボタンは、カメ
ラモジュール１３による撮影を指示する撮影指示部であって、ボタン形式の他、紐形式（
紐を引っ張ることにより撮影を指示する構造）であってもよい。
【００２６】
　（認識用情報ＤＢ）
　認識用情報ＤＢ１５は、位置情報に応じて異なる所定の対象を示す認識用情報を記憶す
る記憶部である。認識用情報は、所定の対象を画像／音声認識用のデータであってもよい
。また、認識用情報は、後述するＣＰＵ１０の設定部１１０や認識部１２０で用いられる
。
【００２７】
　ここで、図３Ａに、本実施形態による認識用情報１５１の一例を示す。図３Ａに示すよ
うに、本実施形態による認識用情報は、位置情報に対応付けて記憶されている。より具体
的には、例えばエリア１（○○遊園地）にはキャラクターＳ１～Ｓ３、エリア２（□□動
物園）には、パンダ、ワニ、キリン、ウサギ、ライオン、エリア３（△△式場）には、花
嫁・花婿の認識用情報が各々対応付けられる。
【００２８】
　（嗜好情報ＤＢ）
　嗜好情報ＤＢ１９は、ユーザの嗜好情報を記憶する記憶部である。嗜好情報ＤＢ１９に
記憶される嗜好情報は、デジタルカメラ１の基本設定の際にユーザにより入力されたもの
であってもよい。ここで、図３Ｂに、本実施形態による嗜好情報１９１の一例を示す。図
３Ｂに示すように、嗜好情報１９１は、ユーザの好みのキャラクターや動物、好みの撮影
構図、好みのジャンル（グルメ、建物、自然等）であってもよい。また、嗜好情報１９１
は、個人設定情報（自分、家族、友人を認識するための画像／音声データ等）や、グルー
プ設定情報（所定のグループのカメラＩＤ等）を含んでもよい。
【００２９】
　このような嗜好情報１９１は、後述するＣＰＵ１０の設定部１１０で認識用情報を設定
する際に反映される。例えば、後述する設定部１１０は、認識用情報１５１および嗜好情
報１９１を考慮することで、エリア１に対応付けられている複数のキャラクターＳ１～Ｓ
３のうち、ユーザの好みに応じたキャラクターを選択的に設定することができる。
【００３０】
　（表示部）
　表示部１６は、カメラモジュール１３により撮影された撮影画像をリアルタイムに表示
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したり（スルー画像表示処理）、記憶メディア２０に記憶されている撮影画像（静止画像
／動画像）を表示したりする。また、表示部１６は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔ
ａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、またはＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉ
ｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）などにより実現されてもよい。
【００３１】
　（通信部）
　通信部１７は、外部装置とデータ通信を行うための通信インターフェースである。通信
部１７は、例えば無線ＬＡＮ、Ｗｉ－Ｆｉ、赤外線通信、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）等により外部装置と接続してもよい。また、本実施形態による通信部１７は、例えばデ
ジタルカメラ１の現在位置に対応する認識用情報を外部装置から受信してもよい。
【００３２】
　（ＧＰＳ測位部）
　ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）測位部１８は、ＧＰ
Ｓ衛星からの電波を受信して、デジタルカメラ１が存在している位置を測位する。なお、
ＧＰＳ測位部１８は、外部からの取得信号に基づいてデジタルカメラ１の現在位置情報を
検出する検出部の一例であって、本実施形態による検出部の例はこれに限定されない。例
えば、検出部は、ＷｉＦｉ、携帯電話・ＰＨＳ・スマートフォン等との送受信、または近
距離通信等により現在位置情報を検知するものであってもよい。
【００３３】
　（記憶メディア）
　記憶メディア２０は、カメラモジュール１３により撮影された撮影画像を保持する画像
記憶部であって、例えばカード型メモリなどのフラッシュメモリや、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔ
ａｌ Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ Ｄｉｓｃ）などの記録媒体により実現される。記憶メディア２
０には、カメラモジュール１３から連続的に出力される撮影画像（スルー画像）のうち、
ＣＰＵ１０の撮影制御部１３０による撮影制御タイミングに応じた所定の撮影画像のみが
保持されていてもよい。また、記憶メディア２０には、カメラモジュール１３から連続的
に出力される撮影画像（スルー画像）を、動画像（ビデオデータ）として保持されていて
もよい。
【００３４】
　（ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ）
　ＣＰＵ１０は、デジタルカメラ１の各構成を制御する制御部である。本実施形態による
ＣＰＵ１０の具体的な機能については、図４を参照して後述する。ＲＯＭ１１は、ＣＰＵ
１０が各処理を遂行するためのプログラム等を記憶する。また、ＲＡＭ１２は、ＣＰＵ１
０がＲＯＭ１１に記憶されているプログラムを実行する際に、ワークエリアとして用いら
れる。
【００３５】
　　［２－２．ＣＰＵの具体的な機能］
　次に、図４を参照して本実施形態によるＣＰＵ１０の具体的な機能について説明する。
図４は、本実施形態によるＣＰＵ１０の機能構成を示すブロック図である。図４に示すよ
うに、ＣＰＵ１０は、設定部１１０、認識部１２０、撮影制御部１３０、および誘導制御
部１４０として機能する。
【００３６】
　（設定部）
　設定部１１０は、ＧＰＳ測位部１８により測位されたデジタルカメラ１の現在位置に応
じた認識用情報を設定する。図３Ａに示したように、認識用情報ＤＢ１５では、各位置に
応じて異なる認識用情報１５１が対応付けられているので、設定部１１０は、認識用情報
ＤＢ１５を参照し、デジタルカメラ１の現在位置に応じた認識用情報を設定する。例えば
、デジタルカメラ１の現在位置が、エリア１（遊園地）である場合、設定部１１０は、認
識用情報ＤＢ１５を参照し、キャラクターＳ１～Ｓ３（認識対象）の認識用情報（顔認識
／音声認識用データ等）を設定する。
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【００３７】
　また、設定部１１０は、さらにユーザの嗜好情報を考慮して認識用情報を設定してもよ
い。具体的には、例えば設定部１１０は、エリア１に対応付けられている複数のキャラク
ターＳ１～Ｓ３のうち、ユーザの嗜好情報を考慮してユーザの好みに応じたキャラクター
を選択的に設定してもよい。若しくは、設定部１１０は、複数のキャラクターＳ１～Ｓ３
のうち、ユーザに選択されたキャラクターを設定してもよい。
【００３８】
　また、設定部１１０は、ユーザの嗜好情報に基づいて認識用情報を設定してもよい。例
えば、設定部１１０は、ユーザの好みのジャンルがグルメである場合、「料理」の認識用
情報を設定してもよい。
【００３９】
　さらに、設定部１１０は、位置情報に対応した所定の対象（キャラクターＳ１～Ｓ３等
）に加えて、ユーザの嗜好情報に基づいて、ユーザの家族や友人を所定の対象として設定
してもよい。これにより、デジタルカメラ１は、キャラクターＳ１～Ｓ３と、家族や友人
が画角に含まれた撮影画像を自動的に取得することができる。
【００４０】
　（認識部）
　認識部１２０は、設定部１１０により設定された認識用情報で示される所定の対象を認
識する。より具体的には、認識部１２０は、カメラモジュール１３により撮像されたスル
ー画像を解析することにより、設定部１１０により設定された認識用情報で示される所定
の対象（認識対象）を認識してもよい。例えば設定部１１０は、スルー画像を解析し、キ
ャラクターＳ１～Ｓ３の顔認識を行ってもよい。また、認識部１２０は、マイクロフォン
（不図示）により収音した音声を解析することにより、設定部１１０により設定された認
識用情報で示される所定の対象（認識対象）を認識してもよい。
【００４１】
　（撮影制御部）
　撮影制御部１３０は、認識部１２０により所定の対象が認識された場合、当該所定の対
象を画角に含むスルー画像を記憶メディア２０に記憶するよう制御する（撮影制御）。ま
た、カメラモジュール１３により連続的に撮影されているスルー画像が順次記憶メディア
２０に記憶されている場合、撮影制御部１３０は、認識部１２０により認識された所定の
対象を画角に含むフレームにマークを付与してもよい（マーク付与制御）。
【００４２】
　（誘導制御部）
　誘導制御部１４０は、設定部１１０により設定された所定の対象が存在する方向にユー
ザを誘導するよう制御する。具体的には、誘導制御部１４０は、表示部１６に、キャラク
ターＳ１～Ｓ３が存在する方向を示す矢印を表示したり、デジタルカメラ１が有するスピ
ーカー（不図示）から音声によりキャラクターＳ１～Ｓ３が存在する方向に誘導したりす
る。また、誘導制御部１４０は、キャラクターＳ１～Ｓ３の位置情報を通信部１７により
受信し、デジタルカメラ１の現在位置情報および方向情報と比較してキャラクターＳ１～
Ｓ３が存在する方向を推定してもよい。なお、誘導制御部１４０は、デジタルカメラ１の
方向情報を、スルー画像の解析結果や、デジタルカメラ１の向きを検知する方向検知部（
不図示）から取得できる。
【００４３】
　以上、本実施形態によるデジタルカメラ１の構成について詳細に説明した。続いて、本
実施形態によるデジタルカメラ１の撮影制御処理について図５を参照して詳細に説明する
。
【００４４】
　　＜３．動作処理＞
　図５は、本実施形態によるデジタルカメラ１の動作処理を示すフローチャートである。
図５に示すように、まず、ステップＳ１０３において、デジタルカメラ１は、ＧＰＳ測位
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部１８によりデジタルカメラ１の現在位置を検出する。
【００４５】
　次いで、ステップＳ１０６において、設定部１１０は、検出された現在位置に応じて、
認識用情報を設定する。なお、設定部１１０は、現在位置に応じた認識用情報を、認識用
情報ＤＢ１５から抽出して設定してもよいし、外部装置から取得して設定してもよい。
【００４６】
　次に、ステップＳ１０９において、認識部１２０は、カメラモジュール１３が連続的に
撮影するスルー画像に基づいて、設定部１１０により設定された認識用情報で示される所
定の対象を認識する。
【００４７】
　次いで、ステップＳ１１２において所定の対象が画角内に認識された場合、続くステッ
プＳ１１５において、撮影制御部１３０は、撮影制御を行う。具体的には、上述したよう
に、撮影制御部１３０は、所定の対象を画角内に含むスルー画像を記憶メディア２０に記
憶させるよう制御する。
【００４８】
　次に、ステップＳ１１８において、ＣＰＵ１０は、画角内から所定の対象が外れたか否
かを判断する。図５に示すように、撮影制御部１３０は、画角内に所定の対象を含む限り
、ステップＳ１１５に示す撮影制御を繰り返し行ってもよい。この際、撮影制御部１３０
は、定期的（１秒毎、５秒毎、３０秒毎等）／不定期的に、撮影制御を繰り返してもよい
。
【００４９】
　次いで、画角内から所定の対象が外れた場合（Ｓ１１８／Ｎｏ）、ステップＳ１２１に
おいて、ＣＰＵ１０は、撮影制御（記憶メディア２０への記憶制御）を終了する。
【００５０】
　以上、本実施形態によるデジタルカメラ１の撮影制御処理について説明した。これによ
り、本実施形態によるデジタルカメラ１は、現在位置に応じた所定の対象を自動的に撮影
（記憶メディア２０に記憶）することができる。具体的には、デジタルカメラ１を装着し
てユーザがテーマパークに来場した際は、デジタルカメラ１によりテーマパーク特有のキ
ャラクターを自動的に撮影することができる。また、ユーザがテーマパークから移動して
動物園に来場した際は、ユーザに装着されたデジタルカメラ１は、動物園特有の動物を自
動的に撮影することができる。
【００５１】
　なお、デジタルカメラ１が自動撮影モードに設定されていない場合、ステップＳ１１５
に示す撮影制御に代わり、認識した画角内の所定の対象に焦点を合わせたりズームしたり
する撮影準備制御を行ってもよい。これにより、自動的に所定の対象に焦点が合うので、
ユーザは任意のタイミングでシャッターボタンを操作して撮影（記憶メディア２０に記憶
）を行うことができる。
【００５２】
　また、上記Ｓ１１２において所定の対象が画角内に認識できない場合、外部から所定の
対象の位置情報を受信し、誘導制御部１４０により、所定の対象が存在する方向にユーザ
を誘導する制御を行ってもよい。
【００５３】
　　＜４．変形例＞
　以上、本実施形態による制御システムについて説明したが、本実施形態による制御シス
テムは、図１に示す構成に限られない。以下、本実施形態の制御システムについて複数の
変形例を参照して説明する。
【００５４】
　　［４－１．第１の変形例］
　上記実施形態では、ユーザが装着するデジタルカメラ１によってのみ所定の対象を撮影
しているが、この場合、ユーザ自身は撮影画像に含まれない。そこで、第１の変形例とし
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て、他ユーザに装着されたデジタルカメラでユーザを撮影するよう制御する制御システム
を提案する。複数のユーザが、自身に装着されるデジタルカメラ１で、キャラクターＳ１
～Ｓ３や他ユーザを互いに撮影することで、各ユーザは、キャラクターＳ１～Ｓ３と自身
が画角に含まれる撮影画像を取得することができる。以下、図６～図８を参照して具体的
に説明する。
【００５５】
　（概要）
　図６は、本実施形態の第１の変形例による制御システムの全体構成を示す図である。図
６に示すように、本変形例による制御システムは、複数のデジタルカメラ１Ａ、１Ｂ、お
よびサーバ４を有する。また、複数のデジタルカメラ１Ａ、１Ｂは、例えば無線ＬＡＮや
Ｗｉ－Ｆｉ等によりネットワーク３を介してサーバ４と接続する。
【００５６】
　このような構成を有する制御システムにおいて、ユーザＡに装着されるデジタルカメラ
１Ａは、現在位置がエリア１の場合、例えばキャラクターＳ１～Ｓ３のうちユーザＡの好
みに応じたキャラクターＳ１を所定の対象に設定する。そして、デジタルカメラ１Ａは、
キャラクターＳ１を画角内に認識すると、撮影制御を行う。しかしながら、上述したよう
に、ユーザＡに装着され外界を撮影する装着型のデジタルカメラ１Ａでは、ユーザＡ自身
を画角に含めることができない。そこで、本変形例では、ユーザＡの嗜好情報として、キ
ャラクターＳ１が好みであること、およびユーザＡの個人設定情報（ユーザＡや家族の顔
認識情報等）を、サーバ４を介して他ユーザＢに装着されるデジタルカメラ１Ｂに送信す
る。
【００５７】
　デジタルカメラ１Ｂは、ユーザＡの嗜好情報に応じて、キャラクターＳ１およびユーザ
Ａを所定の対象に設定し、これらを画角内に認識した場合に撮影制御を行う。そして、デ
ジタルカメラ１Ｂは、撮影した撮影画像をサーバ４に送信する。
【００５８】
　これにより、ユーザＡは、自身に装着されたデジタルカメラ１Ａで、キャラクターＳ１
を撮影した撮影画像と、他ユーザＢに装着されたデジタルカメラ１Ｂで、キャラクターＳ
１およびユーザＡを撮影した撮影画像を取得することができる。なお、デジタルカメラ１
Ｂでは、ユーザＡの嗜好情報やユーザＡの嗜好情報に応じて撮影した撮影画像を閲覧でき
ないように設定することで、ユーザＡの個人情報を保護する。
【００５９】
　以上、本変形例による制御システムの概要について説明した。続いて、本変形例による
制御システムに含まれるサーバ４の構成、および本変形例による制御システムの動作処理
について順次説明する。なお、デジタルカメラ１Ａ、１Ｂの基本構成は、図２を参照して
説明したデジタルカメラ１の構成と同様であるので、ここでの説明は省略する。
【００６０】
　（サーバ４の構成）
　図７は、第１の変形例によるサーバ４の構成を示す図である。図７に示すように、サー
バ４は、主制御部４０、通信部４１、認識用情報ＤＢ４６、嗜好情報ＤＢ４７、および撮
影画像ＤＢ４８を有する。
【００６１】
　主制御部４０は、サーバ４の各構成を制御する。例えば主制御部４０は、通信部４１を
介してデジタルカメラ１Ａから送信されたユーザＡの嗜好情報を、嗜好情報ＤＢ４７に記
憶する。また、主制御部４０は、図７に示すように、抽出部４３および送信制御部４４と
しても機能する。抽出部４３は、デジタルカメラ１から送信された位置情報に応じて認識
用情報ＤＢ４６から所定の認識用情報を抽出したり、嗜好情報ＤＢ４７から他ユーザの嗜
好情報を抽出したり、撮影画像ＤＢ４８から所定の撮影画像を抽出したりする。送信制御
部４４は、抽出部４３により抽出された情報を、要求元のデジタルカメラ１に送信するよ
う通信部４１を制御する。
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【００６２】
　通信部４１は、外部装置とデータ通信を行うための通信インターフェースである。例え
ば、通信部４１は、デジタルカメラ１から位置情報を受信したり、当該位置情報に応じた
認識用情報を送信したりする。また、通信部４１は、デジタルカメラ１に他ユーザの嗜好
情報を送信してもよい。
【００６３】
　認識用情報ＤＢ４６は、図２を参照して説明した認識用情報ＤＢ１５と同様に、位置情
報に対応付けられた認識用情報を記憶する。
【００６４】
　嗜好情報ＤＢ４７は、図２を参照して説明した嗜好情報ＤＢ１９と同様に、ユーザの嗜
好情報を記憶する。また、嗜好情報ＤＢ４７に記憶される各ユーザの嗜好情報は、各デジ
タルカメラ１Ａ、１Ｂから送信されたものである。
【００６５】
　撮影画像ＤＢ４８は、各デジタルカメラ１Ａ、１Ｂにより撮影された撮影画像を、カメ
ラＩＤおよび判定Ｔａｇと関連付けて記憶する。ここで、カメラＩＤとは、各デジタルカ
メラ１Ａ、１Ｂの識別情報であって、どのデジタルカメラにより撮影された撮影画像であ
るかが示される。また、判定Ｔａｇとは、どのような条件で撮影されたかを示す情報であ
って、ホワイトバランスやシャッタースピード等の基本的な撮影パラメータの他、撮影日
時、撮影位置、さらに設定した認識対象や、誰の嗜好情報に基づいて認識対象を設定した
か等の情報も含む。これにより、例えばユーザＡから撮影画像の取得要求があった場合、
抽出部４３は、ユーザＡのデジタルカメラ１ＡのカメラＩＤが関連付けられている撮影画
像や、ユーザＡの嗜好情報に基づいて認識対象が設定され撮影された撮影画像を抽出する
ことができる。
【００６６】
　（動作処理）
　次に、図８Ａおよび図８Ｂを参照して、本変形例による制御システムの動作処理につい
て説明する。図８Ａおよび図８Ｂは、第１の変形例による制御システムの動作処理を示す
フローチャートである。
【００６７】
　図８Ａに示すように、まず、ステップＳ１２０において、デジタルカメラ１Ａは、基本
設定を行う。具体的には、デジタルカメラ１Ａは、例えばデジタルカメラ１の動作設定や
、ユーザの嗜好情報の設定を行う。動作設定とは、動画／静止画の取得設定、音声の取得
設定、画質／音声品質のパラメータ、連続的に画像／音声を取得する場合におけるインタ
ーバル時間の設定等である。ユーザの嗜好情報とは、好みの撮影対象に関する情報（人物
、風景、グルメ、動物、草花、キャラクター等）、好みの撮影条件に関する情報（構図や
、ホワイトバランスおよびシャッタースピード等の各撮影パラメータ）、グループ設定情
報（グループのカメラＩＤ等）、および個人設定情報（ユーザ・家族・友人の顔画像登録
）等である。なお、ユーザの嗜好情報は、操作入力部１４からユーザ操作により入力され
てもよい。
【００６８】
　次に、上記Ｓ１２０において画像の取得が設定された場合、ステップＳ２００において
、デジタルカメラ１Ａは撮影処理を行う。ここで、ステップＳ２００に示す撮影処理とは
、具体的にはステップＳ１２３～Ｓ１５１に示す処理である。
【００６９】
　まず、ステップＳ１２３において、デジタルカメラ１Ａは、ＧＰＳ測位部１８により現
在位置を検出する。
【００７０】
　次いで、ステップＳ１２６において、デジタルカメラ１Ａは、検出した現在位置を示す
位置情報およびデジタルカメラ１ＡのカメラＩＤをサーバ４に送信する。
【００７１】
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　次に、ステップＳ１２９において、サーバ４の抽出部４３は、位置情報に応じた認識用
情報を認識用情報ＤＢ４６から抽出する。
【００７２】
　次いで、ステップＳ１３２において、サーバ４の送信制御部４４は、抽出部４３により
抽出された認識用情報をデジタルカメラ１Ａに送信する。
【００７３】
　なお、上記Ｓ１２６～Ｓ１３２において、サーバ４から位置情報に応じた認識用情報を
取得する処理を示したが、上記処理は必ずしも必要ではなく、デジタルカメラ１Ａが対応
する認識用情報を既に有している場合は不要である。
【００７４】
　次に、ステップＳ１３５において、デジタルカメラ１Ａは、ユーザＡの嗜好を反映させ
る。具体的には、現在位置に対応する認識用情報で示される所定の対象が「キャラクター
Ｓ１～Ｓ３」であって、ユーザＡの嗜好情報に示される「好みのキャラクター」が「キャ
ラクターＳ１」である場合、ユーザＡの嗜好「好みのキャラクター：キャラクターＳ１」
を認識用情報に反映させる。若しくは、デジタルカメラ１Ａは、認識用情報で示される複
数の所定の対象（例えばキャラクターＳ１～Ｓ３）を選択するための選択画面を表示部１
６に表示し、ユーザＡに選択された所定の対象をユーザＡの嗜好として反映させてもよい
。なお、ユーザＡの嗜好情報が設定されていない場合や、「お任せ」に設定されている場
合、ステップＳ１３５に示す嗜好の反映処理は不要である。
【００７５】
　次いで、ステップＳ１３８において、デジタルカメラ１Ａは、ユーザＡの嗜好情報を、
デジタルカメラ１ＡのカメラＩＤと紐付けてサーバ４に送信する。なお、ユーザＡの嗜好
情報をサーバ４に送信するタイミングは、図８Ａに示す例に限定されず、例えば上記Ｓ１
２０に示す基本設定の後や、上記Ｓ１２６に示す位置情報の送信と同時であってもよい。
【００７６】
　次に、ステップＳ１３９において、サーバ４は、ユーザＡの嗜好情報を、ユーザＡが所
持するデジタルカメラ１ＡのカメラＩＤと紐付けて嗜好情報ＤＢ４７に登録する。なお、
サーバ４の嗜好情報ＤＢ４７には、各ユーザの嗜好情報が、各ユーザが所持するデジタル
カメラ１のカメラＩＤと紐付けて登録されている。
【００７７】
　次いで、ステップＳ１４１において、サーバ４は、嗜好情報ＤＢ４７から他ユーザの嗜
好情報を抽出し、デジタルカメラ１Ａに送信する。より具体的には、サーバ４は、デジタ
ルカメラ１Ａの位置情報を参照し、同エリアに居る他ユーザＢの嗜好情報が嗜好情報ＤＢ
４７に登録されている場合、当該嗜好情報を送信する。
【００７８】
　次に、ステップＳ１４４において、デジタルカメラ１Ａの設定部１１０は、デジタルカ
メラ１Ａの現在位置を示す位置情報に応じた認識用情報を設定する。具体的には、例えば
設定部１１０は、上記Ｓ１３２でサーバ４から受信した位置情報に応じた認識用情報を設
定してもよいし、上記Ｓ１３５でユーザＡの嗜好を反映した認識用情報を設定してもよい
。
【００７９】
　さらに、設定部１１０は、上記Ｓ１４１でサーバ４から受信した他ユーザＢの嗜好情報
に基づいて、他ユーザＢの嗜好を反映した認識用情報を設定してもよい。例えば、ユーザ
Ｂの嗜好「好みのキャラクター：キャラクターＳ３」や、ユーザＢの顔画像を反映させた
認識用情報を設定する。
【００８０】
　次いで、ステップＳ１４７において、デジタルカメラ１Ａの認識部１２０は、カメラモ
ジュール１３により連続的に撮像されるスルー画像を解析し、設定部１１０により設定さ
れた認識用情報で示される所定の対象を認識する。例えば認識部１２０は、画角内に、認
識用情報で示されるキャラクターＳ１が含まれるか否かを認識する。
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【００８１】
　また、認識部１２０により所定の対象が認識されると、撮影制御部１３０は、撮影を実
行する。具体的には、例えば撮影制御部１３０は、所定の対象にフォーカスして撮影を行
うようカメラモジュール１３を制御し、撮影画像を記憶メディア２０に記憶させる。
【００８２】
　なお、認識部１２０は、他ユーザＢの嗜好情報に基づいて設定された認識用情報で示さ
れる所定の対象の認識は、所有者であるユーザＡの嗜好情報に基づいて設定された認識用
情報で示される所定の対象の認識より優先度を低くしてもよい。また、セキュリティ上、
他ユーザＢの嗜好情報に基づいて設定された認識用情報で示される所定の対象を認識して
撮影した撮影画像は、デジタルカメラ１Ａでは表示できないようにしてもよい。
【００８３】
　次に、ステップＳ１５０において、デジタルカメラ１Ａは、撮影画像、カメラＩＤ、お
よび判定Ｔａｇをサーバ４に送信する。
【００８４】
　次いで、ステップＳ１５１において、サーバ４は、受信した撮影画像、カメラＩＤ、お
よび判定Ｔａｇを紐付けて撮影画像ＤＢ４８に記憶する。
【００８５】
　以上、ステップＳ２００に示すデジタルカメラ１Ａとサーバ４間の撮影処理について、
Ｓ１２３～Ｓ１５１において具体的に説明した。上述した撮影処理は、各デジタルカメラ
１とサーバ４間で実行される。例えば、図８Ｂに示すステップＳ２１０において、デジタ
ルカメラ１Ｂとサーバ４間で同様の撮影処理を実行する。したがって、ユーザＡの嗜好情
報もデジタルカメラ１Ｂに送信され、デジタルカメラ１Ｂにおいて、ユーザＡの好みのキ
ャラクターおよびユーザＡが撮像される。
【００８６】
　このように、ユーザＡに装着されたデジタルカメラ１Ａでは、ユーザＡの外界であって
、位置情報に対応した所定の対象を撮影した撮影画像が取得され、他ユーザＢに装着され
たデジタルカメラ１Ｂでは、ユーザＡや所定の対象を撮影した撮影画像が取得される。
【００８７】
　なお、図８Ａ、図８Ｂに示す動作処理では、各ユーザの嗜好情報は、サーバ４を介して
各デジタルカメラ１に送信されているが（ステップＳ１３８～Ｓ１４１）、本変形例に示
す動作処理はこれに限定されない。例えば、各デジタルカメラ１は、近接無線通信により
互いにユーザの嗜好情報を送信してもよい。
【００８８】
　また、ユーザＡが、他のデジタルカメラ１Ｂにより自分の嗜好情報に基づいて撮影され
た撮影画像を取得したい場合、例えばデジタルカメラ１Ａからサーバ４に問い合わせを行
って取得してもよい。
【００８９】
　具体的には、ステップＳ１５３において、デジタルカメラ１Ａは、サーバ４に撮影画像
要求を行う。この際、デジタルカメラ１Ａは、デジタルカメラ１ＡのカメラＩＤやユーザ
ＡのユーザＩＤを送信する。
【００９０】
　次いで、ステップＳ１５６において、サーバ４の抽出部４３は、受信したデジタルカメ
ラ１ＡのカメラＩＤに基づいて、撮影画像ＤＢ４８に記憶されている撮影画像の判定Ｔａ
ｇを参照し、所望の撮影画像を抽出する。判定Ｔａｇには、撮影条件を示す情報が含まれ
ているところ、例えばデジタルカメラ１Ａから送信された嗜好情報に基づいて撮影が行わ
れた場合、判定Ｔａｇには、嗜好情報と共に当該デジタルカメラ１Ａから送信されたカメ
ラＩＤが含まれる。これにより、サーバ４は、デジタルカメラ１ＡのカメラＩＤを用いる
ことで、ユーザＡの嗜好情報に基づいて他のデジタルカメラ１Ｂで撮影された撮影画像を
抽出することができる。
【００９１】
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　なお、本変形例ではカメラＩＤを用いているが、これに限定されず、例えばカメラＩＤ
の代わりにユーザＩＤを用いてもよい。
【００９２】
　次に、ステップＳ１５９において、サーバ４は、抽出した撮影画像をデジタルカメラ１
Ａに送信する。これによりユーザＡは、デジタルカメラ１Ａで撮影したキャラクターＳ１
を含むユーザＡの外界の撮影画像と、他のデジタルカメラ１Ｂで撮影されたユーザＡやキ
ャラクターＳ１を含む撮影画像の両方を取得することできる。
【００９３】
　また、上記Ｓ１５３～Ｓ１５９では、デジタルカメラ１Ａから撮影画像要求を行う場合
について説明したが、本変形例はこれに限定されず、例えばユーザＡの情報処理装置（ノ
ートＰＣ、スマートフォン等）から、サーバ４に撮影画像要求を行ってもよい。
【００９４】
　　［４－２．第２の変形例］
　次に、本実施形態の第２の変形例について説明する。上述した実施形態では、制御装置
の一例として、ユーザに装着されるデジタルカメラ１を用いたが、本実施形態による制御
装置はこれに限定されない。例えば、本実施形態による制御装置は、屋内や屋外の至ると
ころに配置される外部機器であってもよい。以下、図９～図１１を参照して具体的に説明
する。
【００９５】
　（概要）
　図９は、本実施形態の第２の変形例による制御システムの全体構成を示す図である。図
９に示すように、本変形例による制御システムは、複数のデジタルカメラ１Ａ、１Ｂ、複
数の外部機器２Ａ、２Ｂ、およびサーバ４を有する。また、複数のデジタルカメラ１Ａ、
１Ｂ、外部機器２Ａ、２Ｂは、例えば無線ＬＡＮやＷｉ－Ｆｉ等によりネットワーク３を
介してサーバ４と接続する。
【００９６】
　ここで、上述した第１の変形例では、他ユーザＢにデジタルカメラ１Ｂが装着されてい
るが、デジタルカメラ１Ｂは来場者に装着される場合に限定されず、エリアの所定の対象
である動物やキャラクター等に装着されていてもよい。図９に示す第２の変形例では、一
例としてエリア２の動物園に居る動物にデジタルカメラ１Ｂが装着されている場合を示す
。デジタルカメラ１Ａおよび１Ｂとサーバ４との動作処理は、図８Ａ、図８Ｂに示す第１
の変形例と同様である。
【００９７】
　外部機器２Ａ、２Ｂは、ユーザの周囲の建物の壁や天井、街灯、テーマパークのアトラ
クション（乗り物）等に配置され、ユーザを周囲から撮影／録音する機能を有する。図９
では、複数の外部機器が配置されている例を示しているが、外部機器は１つであってもよ
い。
【００９８】
　このような構成を有する制御システムにおいて、デジタルカメラ１Ａ、１Ｂ、および外
部機器２Ａ、２Ｂは、現在位置に応じた認識用情報を設定する。例えば、現在位置がエリ
ア２（動物園）の場合、エリア２に居る動物Ｉを所定の対象として示す認識用情報を設定
する。そして、デジタルカメラ１Ａ、１Ｂ、および外部機器２Ａ、２Ｂは、設定された動
物を画角内に認識すると、撮影制御を行う。
【００９９】
　また、デジタルカメラ１Ｂ、外部機器２Ａ、２Ｂは、ユーザＡの嗜好情報を取得した場
合、ユーザＡの嗜好情報を反映した認識用情報を設定し、ユーザＡの好みの動物や、ユー
ザＡを認識して撮影を行うことも可能である。
【０１００】
　これにより、ユーザＡに装着されたデジタルカメラ１Ａでは、位置情報に応じた所定の
動物Ｉを撮影し、ユーザＡの周囲に配置された外部機器２Ａ、２Ｂでは、動物Ｉおよびユ
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ーザＡを画角内に含めて撮影することができる。
【０１０１】
　以上、本変形例による制御システムの概要について説明した。続いて、本変形例による
制御システムに含まれる外部機器２の構成、および本変形例による制御システムの動作処
理について順次説明する。なお、デジタルカメラ１Ａ、１Ｂの基本構成は、図２を参照し
て説明したデジタルカメラ１の構成と同様であるので、ここでの説明は省略する。
【０１０２】
　（外部機器２の構成）
　図１０は、本実施形態による外部機器２の構成を示すブロック図である。図１０に示す
ように、外部機器２は、ＣＰＵ２５、ＲＯＭ２１、ＲＡＭ２２、カメラモジュール２３、
操作入力部２４、通信部２７、ＧＰＳ測位部２８、およびデータベース２９を有する。カ
メラモジュール２３、操作入力部２４、ＧＰＳ測位部２８（検出部）、ＲＯＭ２１、およ
びＲＡＭ２２の主要機能は、デジタルカメラ１の同ブロックと同様であるので、ここでの
説明は省略する。
【０１０３】
　通信部２７は、外部装置とデータ通信を行うための通信インターフェースである。より
具体的には、例えば本実施形態による通信部２７は、ＣＰＵ２５の制御に応じて、サーバ
４を介してデジタルカメラ１ＡからユーザＡの嗜好情報を受信したり、外部機器２が撮影
した撮影画像をサーバ４に送信したりする。
【０１０４】
　データベース２９は、認識用情報や、各ユーザの嗜好情報、および撮影画像を記憶する
記憶部である。
【０１０５】
　ＣＰＵ２５は、外部機器２の各構成を制御する制御部である。例えば、ＣＰＵ２５は、
ＧＰＳ測位部２８により測位された現在位置に応じた認識用情報を設定する設定部として
機能する。また、ＣＰＵ２５は、カメラモジュール２３により連続的に撮影されるスルー
画像を解析し、設定した認識用情報で示される所定の対象を認識する認識部としても機能
する。
【０１０６】
　さらに、所定の対象が画角内に認識された場合、ＣＰＵ２５は、認識した所定の対象に
フォーカスして撮影するようカメラモジュール２３を制御し、撮影した撮影画像をデータ
ベース２９に記憶させる撮影制御部としても機能する。なお、ＣＰＵ２５（撮影制御部）
は、カメラモジュール２３により連続的に撮影されるスルー画像が順次データベース２９
に記憶されている場合、認識した所定の対象を画角内に含むフレーム（撮影画像）にマー
クを付与してもよい。
【０１０７】
　（動作処理）
　次に、図１１を参照して、本変形例による制御システムの動作処理について説明する。
図１１は、第２の変形例による制御システムの動作処理を示すフローチャートである。
【０１０８】
　図１１に示すように、まず、ステップＳ１６０において、外部機器２Ａは、連続的に撮
影動作を行い、撮影画像をビデオデータとして順次データベース２９に記憶している。こ
の際、外部機器２Ａは、ＧＰＳ測位部２８により測位した現在位置に応じた認識用情報を
設定し、当該認識用情報で示される所定の対象にフォーカスを合わせて撮影してもよい。
【０１０９】
　一方、デジタルカメラ１Ａは、ステップＳ１６３において、デジタルカメラ１Ａは、ユ
ーザＡの嗜好を反映させる。次いで、ステップＳ１６６において、デジタルカメラ１Ａは
、ユーザＡの嗜好情報およびカメラＩＤをサーバ４に送信する。次に、ステップＳ１６７
において、サーバ４は、ユーザＡの嗜好情報を、ユーザＡが所持するデジタルカメラ１Ａ
のカメラＩＤと紐付けて嗜好情報ＤＢ４７に登録する。なお、ステップＳ１６３～Ｓ１６
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７に示す処理は、図８Ａに示すステップＳ１３５～Ｓ１３９に示す処理と同様であるので
、ここでの具体的な説明は省略する。また、ステップＳ１６３の前に、図８Ａに示すステ
ップＳ１２３～Ｓ１３２と同様の処理が行われるが、図１１に示すフローではこれらを省
略している。
【０１１０】
　次いで、ステップＳ１６９において、サーバ４は、ユーザＡの嗜好情報を外部機器２Ａ
に送信する。
【０１１１】
　次に、ステップＳ１７２において、外部機器２Ａは、受信したユーザＡの嗜好情報を反
映させた認識用情報を設定し、カメラモジュール２３で解析することにより、当該認識用
情報で示される所定の対象を認識する。
【０１１２】
　次いで、ステップＳ１７５において、外部機器２Ａは、所定の対象を認識したタイミン
グで撮影した撮影静止画像（フレーム）にマークを付与する。
【０１１３】
　次に、ステップＳ１７８において、外部機器２Ａは、マークを付与したフレームを少な
くとも含む撮影画像、外部機器２ＡのカメラＩＤ、および判定Ｔａｇをサーバ４に送信す
る。
【０１１４】
　次いで、ステップＳ１７９において、サーバ４は、受信した撮影画像、カメラＩＤ、お
よび判定Ｔａｇを紐付けて撮影画像ＤＢ４８に記憶する。また、サーバ４は、受信した撮
影画像のうち、マークが付与された撮影画像（フレーム）を、カメラＩＤ、および判定Ｔ
ａｇと紐付けて撮影画像ＤＢ４８に記憶してもよい。
【０１１５】
　以上、外部機器２Ａにおいて、現在位置に応じた認識用情報に、ユーザＡの嗜好情報を
反映させて設定し、撮影制御を行う場合の処理について具体的に説明した。なお、図１１
では、デジタルカメラ１Ａにおける撮影制御に関する処理（図８Ａに示すＳ１４１～Ｓ１
５１）の図示は省略している。
【０１１６】
　上述したように、外部機器２Ａは、現在位置に応じた認識用情報で示される所定の対象
を撮影したり、さらにユーザＡの嗜好情報を当該認識用情報に反映させて設定し、認識用
情報で示される所定の対象を撮影したりすることができる。また、外部機器２Ａが、監視
カメラとしても機能し、連続的に撮影した画像を順次記憶している場合、外部機器２Ａは
、所定の対象が含まれるフレームにマークを付与することで、他のフレームと識別するこ
とができる。
【０１１７】
　次に、ユーザＡが、外部機器２Ａにより自分の嗜好情報に基づいて撮影された撮影画像
を取得したい場合、第１の変形例と同様に、デジタルカメラ１Ａからサーバ４に問い合わ
せを行って取得することができる。
【０１１８】
　具体的には、ステップＳ１８１において、デジタルカメラ１Ａは、サーバ４に撮影画像
要求を行う。この際、デジタルカメラ１Ａは、デジタルカメラ１ＡのカメラＩＤやユーザ
ＡのユーザＩＤを送信する。
【０１１９】
　次いで、ステップＳ１８１において、サーバ４の抽出部４３は、受信したデジタルカメ
ラ１ＡのカメラＩＤに基づいて、撮影画像ＤＢ４８に記憶されている撮影画像の判定Ｔａ
ｇを参照し、所望の撮影画像を抽出する。判定Ｔａｇには、撮影条件を示す情報が含まれ
ているところ、例えばデジタルカメラ１Ａから送信された嗜好情報に基づいて撮影が行わ
れた場合、判定Ｔａｇには、嗜好情報と共に当該デジタルカメラ１Ａから送信されたカメ
ラＩＤが含まれる。これにより、サーバ４は、デジタルカメラ１ＡのカメラＩＤを用いる
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ことで、ユーザＡの嗜好情報に基づいて外部機器２で撮影された撮影画像を抽出すること
ができる。
【０１２０】
　次に、ステップＳ１８６において、サーバ４は、抽出した撮影画像をデジタルカメラ１
Ａに送信する。これによりユーザＡは、デジタルカメラ１Ａで撮影した動物Ｉを含むユー
ザＡの外界の撮影画像と、外部機器２Ａで撮影されたユーザＡと動物Ｉを含む撮影画像の
両方を取得することできる。
【０１２１】
　　＜５．まとめ＞
　上述したように、本実施形態による制御システムでは、現在位置に応じた所定の対象を
示す認識用情報を自動設定し、所定の対象を認識した場合に、所定の対象を撮影／録音す
ることができる。これにより、本制御システムは、例えばテーマパークに居る特有のキャ
ラクターなど、エリアに応じて撮影／録音対象を自動的に設定し、当該撮影／録音対象に
フォーカスして撮影／録音することができる。
【０１２２】
　また、本制御システムは、ユーザの嗜好情報を反映させて認識用情報を設定することに
より、ユーザの好みに合った条件で撮影／録音を行うことができる。
【０１２３】
　さらに、ユーザに装着されたデジタルカメラ（制御装置の一例）のみではなく、ユーザ
の周囲に配置された外部機器（制御装置の他の例）において設定される認識用情報にもユ
ーザの嗜好情報を反映させることができる。これにより、外部機器は、現在位置に応じた
所定の対象とユーザにフォーカスして撮影／録音を行うことができる。
【０１２４】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
技術はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれ
ば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正
例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属
するものと了解される。
【０１２５】
　例えば、上述した嗜好情報は、ユーザ操作により入力される他、デジタルカメラ１が学
習機能を有し、ユーザが撮影した撮影画像や行動履歴等から嗜好情報を学習してもよい。
【０１２６】
　また、本実施形態によるデジタルカメラ１は、位置情報に応じた複数の所定の対象のう
ち、ユーザの嗜好情報の反映や、ユーザにより選択される場合の他、ユーザが近寄った（
またはタッチした）所定の対象にフォーカスして撮影制御してもよい。
【０１２７】
　また、本実施形態によるデジタルカメラ１は、バッテリー消費の問題を考慮し、連続的
なスルー撮影は行わず、位置情報に応じた所定の音声（パレードの音、キャラクターの声
、歓声等）をトリガにスルー撮影を開始してもよい。
【０１２８】
　なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
（１）
　現在位置情報を検出する検出部と、
　位置情報に応じて異なる認識用情報を設定する設定部と、
　前記検出部により検出された現在位置情報に応じて前記設定部により設定された認識用
情報で示される所定の対象を認識する認識部と、
　前記認識部による認識結果に応じて、撮像部および収音部の少なくともいずれかを制御
する制御部と、
を備える、制御装置。
（２）
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　前記制御装置は、撮像部をさらに備え、
　前記認識部は、前記撮像部により撮像された撮像画像を解析することにより、所定の対
象を認識する、前記（１）に記載の制御装置。
（３）
　前記制御部は、撮像部または収音部により連続的に撮像／収音している場合、前記認識
部により所定の対象が認識されたタイミングで撮像／収音したデータに対して、マークを
付与するよう制御する、前記（１）または（２）に記載の制御装置。
（４）
　前記制御部は、前記認識部により所定の対象が認識されたタイミングで撮像／収音する
よう撮像部または収音部を制御する、前記（１）または（２）に記載の制御装置。
（５）
　前記制御装置は、
　前記認識部により所定の対象が認識されたタイミングで撮像／録音されたデータを、前
記制御装置の識別情報と共に外部に送信する送信部をさらに備える、前記（１）～（４）
のいずれか１項に記載の制御装置。
（６）
　前記制御装置は、
　位置情報に応じた認識用情報を外部から受信する受信部をさらに備える、前記（１）～
（５）のいずれか１項に記載の制御装置。
（７）
　前記制御装置は、屋外または屋内において、ユーザの周囲に配される外部機器である、
前記（１）～（６）のいずれか１項に記載の制御装置。
（８）
　前記制御装置は、ユーザに装着され得るウェアラブル装置である、前記（１）～（６）
のいずれか１項に記載の制御装置。
（９）
　前記設定部は、位置情報に応じた複数の認識用情報のうちユーザに選択された認識用情
報を設定する、前記（１）～（８）のいずれか１項に記載の制御装置。
（１０）
　前記設定部は、ユーザの嗜好情報を反映した認識用情報をさらに設定する、前記（１）
～（９）のいずれか１項に記載の制御装置。
（１１）
　前記ユーザの嗜好情報は、位置情報に応じた好みの認識対象、好みのジャンル、好みの
構図、またはユーザの家族・知人の顔認識情報である、前記（１０）に記載の制御装置。
（１２）
　前記設定部は、前記検出部により検出された現在位置が所定のテーマパーク内である場
合、予め登録された前記所定のテーマパークに関連する所定のキャラクターを所定の対象
として示す認識情報を設定する、前記（１）～（１１）のいずれか１項に記載の制御装置
。
（１３）
　前記設定部は、前記検出部により検出された現在位置が結婚式場内である場合、花嫁お
よび花婿を所定の対象として示す認識情報を設定する、前記（１）～（１２）のいずれか
１項に記載の制御装置。
（１４）
　前記設定部は、ユーザの嗜好情報に含まれる好みのジャンルがグルメである場合、料理
を所定の対象として示す認識情報をさらに設定する、前記（１）～（１３）のいずれか１
項に記載の制御装置。
（１５）
　コンピュータを、
　現在位置情報を検出する検出部と、
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　位置情報に応じて異なる認識用情報を設定する設定部と、
　前記検出部により検出された現在位置情報に応じて前記設定部により設定された認識用
情報で示される所定の対象を認識する認識部と、
　前記認識部による認識結果に応じて、撮像部および収音部の少なくともいずれかを制御
する制御部、
として機能させるためのプログラムが記憶された、記憶媒体。
【符号の説明】
【０１２９】
　１、１Ａ、１Ｂ　　デジタルカメラ
　２、２Ａ、２Ｂ　　外部機器
　３　　ネットワーク
　４　　サーバ
　１０、２５　　ＣＰＵ
　１１、２１　　ＲＯＭ
　１２、２２　　ＲＡＭ
　１３、２３　　カメラモジュール
　１４、２４　　操作入力部
　１５、４６　　認識用情報ＤＢ
　１６　　表示部
　１７、２６、４１　　通信部
　１８、２８　　ＧＰＳ測位部
　１９、４７　　嗜好情報ＤＢ
　２０　　記憶メディア
　２９　　データベース
　４０　　主制御部
　４３　　抽出部
　４４　　送信制御部
　４８　　撮影画像ＤＢ
　１１０　　設定部
　１２０　　認識部
　１３０　　撮影制御部
　１４０　　誘導制御部
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(22) JP WO2014/030407 A1 2014.2.27

【図８Ｂ】 【図９】

【図１０】 【図１１】



(23) JP WO2014/030407 A1 2014.2.27

10

20

30

40

【国際調査報告】



(24) JP WO2014/030407 A1 2014.2.27

10

20

30

40



(25) JP WO2014/030407 A1 2014.2.27

10

20

30

40



(26) JP WO2014/030407 A1 2014.2.27

10

20

30

40



(27) JP WO2014/030407 A1 2014.2.27

10

20

30

40

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｇ０３Ｂ   17/24     　　　　        　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,
US,UZ,VC

(72)発明者  鎌田　恭則
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  甲賀　有希
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  浅田　宏平
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  迫田　和之
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  今　孝安
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  渡邊　一弘
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  林　和則
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  竹原　充
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  中村　隆俊
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  丹下　明
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  大沼　智也
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  花谷　博幸
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
Ｆターム(参考) 2H020 FB00 
　　　　 　　  2H103 ZA56 
　　　　 　　  5C122 DA03  DA04  EA42  FH10  FH14  FJ01  FJ15  GA34  GC02  GC14 
　　　　 　　        GC22  GC78  HA29  HA90  HB01  HB05  HB09 

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

